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公衆衛生活動報告

公衆浴場や宿泊施設の衛生管理の現状と課題： 

浴槽水のレジオネラ属菌検出状況を踏まえた検討
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目的　日本国内におけるレジオネラ症の集団発生事例では， 感染源の大部分が浴槽水である。本

報告では， 公衆浴場や宿泊施設にある浴槽の監視に役立つ知見を得るため， 衛生管理状況と

レジオネラ属菌の検出との関連， アデノシン三リン酸（以下， ATP）を事前検査として使用す

る手法の課題を検討した。

方法　2017年度から2024年度に， 富山県高岡市内の公衆浴場や宿泊施設にある浴槽を対象に監視

を実施した。監視では， 聞き取り調査と簡易水質検査を行った。浴槽水の ATP が80 RLU（Rel-
ative Light Unit）以上あった場合はレジオネラ属菌の検査を行った。レジオネラ属菌の検査を

行った浴槽を対象とし， 6 つの衛生管理項目とレジオネラ属菌の検出との関連を分析した。ま

た， ATP とレジオネラ属菌の検出との関連を分析した。

活動内容　分析対象とした浴槽は94件で， そのうち29件でレジオネラ属菌が検出された。採水時

の遊離残留塩素濃度と集毛器の洗浄・消毒については， レジオネラ属菌が検出された浴槽と

検出されなかった浴槽で， 基準の適合率に20.7～23.2% の差があった。採水時の遊離残留塩素

濃度と集毛器の洗浄・消毒の両方が基準に適合していなかった場合の検出率は85.7%（6/7件）

と最も高かった。循環式で水道水を使用している浴槽での検出率は85.7%（6/7件）であった。

しかし， 同じ循環式でも地下水を使用している浴槽での検出率は25.0%（19/76件）であった。

非循環式で地下水を使用している浴槽での検出率は36.4%（4/11件）であった。

結論　遊離残留塩素濃度の管理だけではレジオネラ属菌の増殖を防ぐことは難しく， 集毛器の洗

浄・消毒は 1 週間に 1 回以下になると， レジオネラ属菌の増殖リスクが高まる恐れがある。

とくに遊離残留塩素濃度と集毛器の洗浄・消毒の両方が基準に適合していない場合， 早急な

改善が必要と考えられる。ATP を事前検査として使用するには， 地下水を使用している浴槽

での検出率を向上させる方法を検討する必要がある。
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Ⅰ は じ め に

レジオネラ属菌は自然界に広く生息する土壌細菌

で， 人工的な水環境にも生息することが知られてい

る1)。浴槽や配管の壁面， 循環ろ過装置の内部と

いった浴槽系内の表面には生物膜が形成されやす

く， レジオネラ属菌は生物膜内のアメーバに寄生し

て増殖する1)。このような環境で発生するエアロゾ

ルとともに吸入されたレジオネラ属菌はヒトに経気

道感染（レジオネラ症）を引き起こす。日本国内の

集団発生事例では， 感染源の大半が浴槽水であ

る1)。レジオネラ症は感染症法の 4 類感染症に分類

され， 医師に全数届出が義務付けられている。日本

国内におけるレジオネラ症届出数は， 2013年から

2019年までは増加傾向が続き， その後は2,000例程

度で推移している2)。

公衆浴場法許可施設や旅館業法許可施設（以下，

公衆浴場等）には循環ろ過装置を備えた浴槽が設置

されており， 多人数が同時に利用する。このような

浴槽は毎日の換水を想定していないため， 適切な衛

生管理が行われなければ， レジオネラ属菌が増殖し

やすい。富山県は， 厚生労働省が発出した「公衆浴
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場における衛生等管理要領等について」（以下， 衛

生管理要領等）3) を参考にして公衆浴場等の浴槽を

監視している。衛生管理要領等では， 浴槽水の遊離

残留塩素濃度の管理や施設全般の清掃消毒の方法な

ど様々な項目が示されている。しかし， 実際に監視

を行っていると， すべての項目に適合した管理を

行っている施設は少なく， 小規模な施設や入浴料金

を低く設定している施設では， 循環配管や貯湯槽の

清掃消毒など高額な費用が掛かる作業は基準に適合

しないことが少なくない。また， 配管の材質を理由

に， ろ過器および循環配管の高濃度塩素消毒を行う

ことができないとの説明を受けることもある。しか

し， そうした施設であっても， レジオネラ属菌が必

ず検出されるとは限らない。なお， 衛生管理要領等

は行政指導の指針であり， かつ， 営業者が自主的に

行うべき衛生管理のための要領である。したがっ

て， 基準に適合していなかった場合， 直ちに営業を

継続できなくなるわけではないが， 適切な衛生管理

を行うためには基準に適合するよう取り組むことが

望ましい。厚生センター（富山県では保健所を指

す）は営業者を指導する立場にあるため， 公衆浴場

等の浴槽における衛生管理状況とレジオネラ属菌の

検出との関連を十分に理解する必要がある。しか

し， 基礎的なデータは乏しいのが現状である。ま

た， 富山県では， 監視時にレジオネラ属菌の検査を

行うかどうかの指標としてアデノシン三リン酸（以

下， ATP）を用いている。ATP はあらゆる生物に

共通するエネルギー物質である。水流による生物膜

の崩壊や塩素剤による細菌細胞膜の崩壊により， 浴

槽水中の ATP が増加する4)。ATP とレジオネラ属

菌の検出率には関連があり， ATP が80 RLU（Rela-
tive Light Unit）以上の場合は， 基準値を超えるレジ

オネラ属菌を供給する生物膜の存在が示唆され

る4)。しかし， 実際に監視を行っていると， ATP が

80 RLU 以上であってもレジオネラ属菌が検出され

ないことをしばしば経験する。また， 温泉水では，

ATP が泉質の影響を受けることが確認されてい

る4)。したがって， ATP を事前検査として使用する

には， 使用水の種類や循環の有無といった条件を整

理する必要がある。

本報告では， 富山県高岡厚生センターが高岡市内

の公衆浴場等にある浴槽を対象に行った監視結果か

ら， 衛生管理状況とレジオネラ属菌の検出との関

連， ATP を事前検査として使用する手法の課題に

ついて検討した。他自治体の保健所においても， 公

衆浴場等の監視は行われているため， 営業者への指

導や効率的な検査の進め方を考える資料として役立

つものと考える。

Ⅱ 方 法

1. 監視の対象と内容
富山県では， 公衆浴場等に設置された浴槽につい

て， 循環ろ過装置や気泡発生装置の有無， 換水頻

度， 使用水の種類， 過去のレジオネラ属菌の検出状

況等を総合的に勘案して， 重点監視施設（毎年度監

視する施設）と非重点監視施設（2 年に 1 回以上監

視する施設）に分けている。また， 循環ろ過装置が

無く， 入浴者ごとに換水する浴槽や客室に設置され

る浴槽は， 特別な事情がない限り， 監視の対象から

外している。2017年度から2024年度にかけて， 高

岡市内にある公衆浴場等の監視対象施設数の推移を

表 1 に示す。なお， 施設内に複数個の浴槽がある場

合， 浴槽は循環系統ごとに監視している。

監視では， 監視票を用いた聞き取り調査と現場で

の簡易水質検査を行った。監視票には公衆浴場等に

関係する法令や衛生管理要領等に基づく項目が記載

されており， 各項目について営業者から聞き取り，

適否を判定した上で， 適宜指導を行った。現場での

簡易水質検査では， 水温， 遊離残留塩素濃度， ATP
を測定した。遊離残留塩素濃度はジエチル-p-フェ

表 1 高岡市内にある公衆浴場法許可施設と旅館業法許可施設の監視対象施設数の推移（2017～2024年度）

年度

公衆浴場法許可施設 旅館業法許可施設

監視対象施設 （参考） 監視対象施設 （参考）

重点監視施設 非重点監視施設 監視対象外施設 重点監視施設 非重点監視施設 監視対象外施設

2017 31 11 15 10 4 34
2018 29 13 14 10 4 34
2019 28 13 13 10 4 34
2020 29 13 14 11 4 34
2021 29 12 14 11 5 34
2022 24 11 14 11 3 32
2023 22 3 13 11 2 33
2024 21 3 14 11 2 34
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ニレンジアミン（以下， DPD）比色法により，

DPD 法用粉体試薬（柴田科学株式会社）と残留塩

素測定器 DPD 法（柴田科学株式会社）およびハン

ディ水質計残留塩素 AQ-201（柴田科学株式会社）

を用いて測定した。ATP はルシパック Pen-AQUA
（キッコーマンバイオケミファ株式会社）とルミテ

スター PD-30（キッコーマンバイオケミファ株式会

社）を用いて測定した。また， ATP が80 RLU 以上

の場合， 当該浴槽から採水し， 当センターに持ち

帰った。その後， 濃縮した検水を平板培地上に塗布

し， 発育したレジオネラ集落数を計測する方法5,6)

で， レジオネラ属菌の検査を行った。

2. 使用したデータ
2017年度から2024年度に監視を行った施設のう

ち， レジオネラ属菌の検査を行った施設は24件
あった（同期間中に営業を開始した施設は 3 件， 営

業を廃止した施設は 4 件あった）。1 つの施設で循

環系統の異なる複数の浴槽を対象に検査を行うこと

があり， 同じ施設の同じ浴槽で年度を変えて繰り返

し検査を行うこともあったことから， 検査した浴槽

数は94件だった。今回はレジオネラ属菌の検出と衛

生管理状況や ATP との関連を検討することが目的

であったため， この94件の浴槽を分析対象とし

た。なお， 当センターでは監視の際に適宜指導を

行っていたこと， とくにレジオネラ属菌が検出され

た際には， 浴槽水の換水やろ過器および循環配管の

高濃度塩素消毒等を速やかに実施するよう指導して

いたこと， さらに， 前回検査時と衛生管理状況に大

きな差が無いにも関わらず， レジオネラ属菌の検査

結果が変わることがあったことから， 同じ施設の同

じ浴槽であっても， 各年度の浴槽の状態には何らか

の変化があったものと考え， それぞれ個別のデータ

として扱った。

3. 評価内容
監視では， 監視表を用いて聞き取りを行ったが，

担当者の経験や営業者の時間的な余裕， 入浴客への

配慮など様々な理由から， 施設によって聞き取れる

内容に差が生じた。今回は， 衛生管理状況とレジオ

ネラ属菌の検出との関連を検討するため， 2 つの評

価を行った。まず， 採水時の遊離残留塩素濃度とす

べての施設で漏れなく聞き取ることができた浴槽水

の換水， 集毛器の洗浄・消毒， 逆洗， ろ過器および

循環配管の高濃度塩素消毒， 営業者による遊離残留

塩素濃度の測定の 6 項目について， 衛生管理要領等

で示されている基準に適合するかを判定した。レジ

オネラ属菌が検出された浴槽と検出されなかった浴

槽における各衛生管理項目の基準の適否を集計し，

各衛生管理項目の基準の適否とレジオネラ属菌の検

出について Fisher の正確確率検定を行った。次に，

2 つの衛生管理項目が基準に適合していなかった場

合のレジオネラ属菌の検出率を求めた。なお， 遊離

残留塩素濃度に関しては， 衛生管理要領等に「通常

0.4 mg/L 程度を保ち， かつ， 遊離残留塩素濃度は

最大 1 mg/L を超えないよう努めること」とある

が， これはレジオネラ属菌を含めた病原微生物の殺

菌と皮膚への悪影響を考慮して定められたものと考

えられる。今回はレジオネラ属菌の殺菌のみを考慮

して，「0.4 mg/L 以上」を適否の基準とした。ま

た， 営業者による遊離残留塩素濃度の測定に関して

は， 衛生管理要領等には「頻繁に測定すること」と

あるが， 具体的な頻度は示されていないため， 今回

は「1 日 2 回以上」を適否の基準とした。さらに，

集毛器はろ過装置を構成する装置の一部であり， 逆

洗はろ過装置の機能の 1 つである。したがって， ろ

過装置を設けていない循環式浴槽や非循環式浴槽で

はこれらの基準を適用しなかった。加えて， 非循環

式浴槽では， ろ過器および循環配管の高濃度塩素消

毒の基準を適用しなかった。

ATP を事前検査として使用する手法の課題を検

討するため， 分析対象浴槽におけるレジオネラ属菌

検出の有無を使用水の種類や循環の有無に分けて集

計し， 循環方式ごとに使用水の種類とレジオネラ属

菌の検出について Fisher の正確確率検定を行った。

以上の分析には R Version4.4.2を使用し， 有意水

準は 5 %（両側検定）とした。

Ⅲ 活 動 内 容

1. 衛生管理状況
分析対象浴槽における衛生管理状況を表 2 に 

示す。逆洗は100%（71/71件）， 浴槽水の換水は

96.8%（91/94件）， 集毛器の洗浄・消毒は84.5%
（60/71件）と多くの浴槽で基準に適合していた。集

毛器の洗浄・消毒が基準に適合していなかった11件
の浴槽では， 集毛器の洗浄・消毒を 1 週間に 1 回と

している浴槽が最も多かった（1 週間に 2 回：1
件， 1 週間に 1 回：10件）。採水時の遊離残留塩素

濃度は43.6%（41/94件）， 営業者による遊離残留塩

素濃度の測定は56.4%（53/94件）と半数程度の浴

槽で基準に適合していた。ろ過器および循環配管の

高濃度塩素消毒は14.5%（12/83件）と一部の浴槽

で基準に適合していた。ろ過器および循環配管の高

濃度塩素消毒が基準に適合していなかった71件の浴

槽では， 実施していない浴槽が最も多かった（10日
に 1 回：9 件， 1 か月に 2 回：2 件， 1 か月に 1 回：

13件， 3 か月に 1 回：12件， 6 か月に 1 回：3 件，

1 年に 1 回：8 件， 未実施：18件， 不明：6 件）。採
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水時の遊離残留塩素濃度が基準に適合していた浴槽

はレジオネラ属菌が検出された浴槽で27.6%（8/29
件）であったのに対し， 検出されなかった浴槽で 
は50.8%（33/65件）であり， 有意差が認められた

（P＝0.044）。また， 集毛器の洗浄・消毒が基準に適

合していた浴槽はレジオネラ属菌が検出された浴槽

で70.8%（17/24件）であったのに対し， 検出され

なかった浴槽では91.5%（43/47件）であり， 有意

差が認められた（P＝0.036）。その他の衛生管理項

目では基準の適否とレジオネラ属菌の検出に有意差

が認められなかった。

2 つの衛生管理項目が基準に適合していなかった

場合のレジオネラ属菌の検出率を表 3 に示す。採水

時の遊離残留塩素濃度と集毛器の洗浄・消毒の両方

が基準に適合していなかった場合の検出率が85.7%
（6/7 件）と最も高かった。

2. レジオネラ属菌の検査結果
分析対象浴槽は ATP が80 RLU 以上であったた

め， レジオネラ属菌の検査を行った。その結果を表

4 に示す。循環式で水道水を使用している浴槽での

レジオネラ属菌の検出率は85.7%（6/7 件）であっ

た。一方， 同じ循環式でも地下水を使用している浴

槽での検出率は25.0%（19/76件）であった。循環

式の浴槽では使用水の種類とレジオネラ属菌の検出

に有意差が認められた（P＝0.002）。なお， 非循環

式で水道水を使用している浴槽は無く， 地下水を使

用している浴槽での検出率は36.4%（4/11件）で

あった。
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g/
L
以
上
）

41
(4

3.
6 %

)
53

(5
6.

4 %
)

0
8
(2

7.
6 %

)
21

(7
2.

4 %
)

0
33

(5
0.

8 %
)

32
(4

9.
2 %

)
0

0.
04

4

浴
槽
水
の
換
水

（
1
週
間
に

1
回
以
上
）

91
(9

6.
8 %

)
3
(3

.2
%
)

0
29

(1
00

%
)

0
(

0
%
)

0
62

(9
5.

4 %
)

3
(4

.6
%
)

0
0.

55
0

集
毛
器
の
洗
浄
・
消
毒

（
毎
日
）

60
(8

4.
5 %

)
11

(1
5.

5 %
)

23
17

(7
0.

8 %
)

7
(2

9.
2 %

)
5

43
(9

1.
5 %

)
4
(8

.5
%
)

18
0.

03
6

逆
洗

（
1
週
間
に

1
回
以
上
）

71
(1

00
%
)

0
(

0
%
)

23
24

(1
00

%
)

0
(

0
%
)

5
47

(1
00

%
)

0
(

0
%
)

18
＞

0.
99

9

ろ
過
器
お
よ
び
循
環
配
管
の
高
濃
度
塩
素
消
毒

（
1
週
間
に

1
回
以
上
）

12
(1

4.
5 %

)
71

(8
5.

5 %
)

11
4
(1

6.
0 %

)
21

(8
4.

0 %
)

4
8
(1

3.
8 %

)
50

(8
6.

2 %
)

7
0.

74
7

営
業
者
に
よ
る
遊
離
残
留
塩
素
濃
度
の
測
定

（
1
日

2
回
以
上
）

53
(5

6.
4 %

)
41

(4
3.

6 %
)

0
16

(5
5.

2 %
)

13
(4

4.
8 %

)
0

37
(5

6.
9 %

)
28

(4
3.

1 %
)

0
＞

0.
99

9

注
1）

 括
弧

内
は

適
否

の
基

準
。

同
基

準
は
「

公
衆

浴
場

に
お

け
る

衛
生

等
管

理
要

領
等

に
つ

い
て

」（
平
成

12
年

12
月

15
日

生
衛

発
第

18
11

号
，

最
終

改
正

令
和

5
年

11
月

15
日

健
生
発

11
15

第
5
号
）

に
合

わ
せ

た
。

た
だ

し
，

遊
離

残
留

塩
素

濃
度

の
基

準
は
「

0.
4 

m
g/

L
以

上
」，

営
業

者
に

よ
る

遊
離

残
留

塩
素

濃
度

の
測

定
の

基
準

は
「

1
日

2
回

以
上

」
と

し
た
。

ま
た
，

ろ
過

装
置

を
設

け
て

い
な

い
循

環
式

浴
槽

で
は

集
毛

器
の

洗
浄
・

消
毒

と
逆

洗
，
非
循
環
式
浴
槽
で
は
そ
れ
ら
に
加
え
て
，
循
環
系
の
高
濃
度
塩
素
消
毒
の
基
準
を
適
用
外
と
し
た

注
2）

*F
ish

er
の
正
確
確
率
検
定

表 3   2 つの衛生管理項目が基準に適合していなか

った場合のレジオネラ属菌の検出率（2017～
2024年度）

レジオネラ属菌が
検出された浴槽数

レジオネラ属菌が
検出されなかった

浴槽数

検出率
（%）

A ＋ B 0 2 0
A ＋ C 6 1 85.7
A ＋ E 15 29 34.1
A ＋ F 10 12 45.4
B ＋ E 0 3 0
B ＋ F 0 1 0
C ＋ E 4 4 50.0
C ＋ F 2 1 66.7
E ＋ F 8 13 38.1

注 1） A：採水時の遊離残留塩素濃度， B：浴槽水の換
水， C：集毛器の洗浄・消毒， D：逆洗， E：ろ
過器および循環配管の高濃度塩素消毒， F：営業
者による遊離残留塩素濃度の測定

注 2）上記以外の組み合わせは観察されなかった
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Ⅳ 考 察

1. 衛生管理状況とレジオネラ属菌の検出との 
関連

浴槽水の換水と逆洗， 集毛器の洗浄・消毒は多く

の浴槽で基準に適合していたが， 採水時の遊離残留

塩素濃度と営業者による遊離残留塩素濃度の測定は

半数ほどの浴槽で基準に適合していなかった。ろ過

器および循環配管の高濃度塩素消毒は多くの浴槽で

基準に適合していなかった。レジオネラ属菌が検出

された浴槽と検出されなかった浴槽で衛生管理状況

を比較したところ， 採水時の遊離残留塩素濃度と集

毛器の洗浄・消毒で基準の適合率に差が認められ

た。採水時の遊離残留塩素濃度と集毛器の洗浄・消

毒の両方が基準に適合していなかった場合， レジオ

ネラ属菌の検出率が最も高かった。

レジオネラ属菌の増殖を防ぐには， 遊離残留塩素

濃度を基準に適合するよう管理することが重要であ

る。レジオネラ属菌は実験的には遊離残留塩素濃度

が0.4 mg/L を確保できれば， 15分以内に死滅す

る7)。しかし， 実際の浴槽では， 生物膜やアメーバ

の影響， 塩素の接触時間が十分でないことが原因

で， 消毒効果が得られない場合がある8)。今回の報

告においても， レジオネラ属菌が検出された浴槽の

27.6% では採水時の遊離残留塩素濃度が0.4 mg/L 以

上であった。したがって， 遊離残留塩素濃度の管理

だけでは， レジオネラ属菌の増殖を防ぐことは難し

いと考えられる。また， 営業者による遊離残留塩素

濃度の測定については， 衛生管理要領等に具体的な

頻度は示されていないが， 1 日を通して有効な遊離

残留塩素濃度が維持されていることを確認する必要

があると考えられる。営業開始前と営業終了後に遊

離残留塩素濃度を測定することで， 1 日を通して有

効な値が維持されていることを推定できる。ただ，

利用者が最も多い時間帯では遊離残留塩素の消費も

激しく， 一時的に遊離残留塩素濃度が有効な値を下

回る恐れがある。したがって， 遊離残留塩素濃度は

少なくとも 1 日 3 回（営業開始前， 利用者が最も多

い時間帯， 営業終了後）は測定すべきであろう。

集毛器の洗浄・消毒を毎日行う理由は， 集毛器自

体がレジオネラ属菌の供給源とならないようにする

ためである9)。集毛器はしばしばレジオネラ属菌の

温床となり， 換水したにも関わらず， 再びレジオネ

ラ属菌が検出される原因となる10)。2002年に宮崎県

日向市を中心とした地域で起きたレジオネラ症の集

団感染では， 最大で1.5×106 CFU（Colony Forming 
Unit）/100 mL という非常に大量のレジオネラ属菌

が検出された11)。この事例では， 汚染原因として 8
つの事項が推定されたが， そのうちの 1 つが集毛器

の不十分な洗浄・消毒であった。当該施設では， 集

毛器の洗浄・消毒を 1 週間に 1 回しか行っていな

かった。今回の報告では， 集毛器の洗浄・消毒が基

準に適合していなかった11件の浴槽のうち， レジオ

ネラ属菌が検出された 7 件の浴槽では， 1 週間に 1
回しか行っていなかった。各衛生管理項目は， 基準

に適合しなかった場合， レジオネラ属菌の増殖リス

クが高まり， その影響力は基準からの逸脱度に応じ

て変化すると考えられる。集毛器の洗浄・消毒につ

いては， 1 週間に 1 回以下の頻度はレジオネラ属菌

の増殖リスクが高まる可能性がある。また， 集毛器

の洗浄・消毒と遊離残留塩素濃度の両方の基準が適

合していない場合， レジオネラ属菌の増殖リスクが

とくに高まっている恐れがあり， 早急な改善が必要

と考えられる。

ろ過器および循環配管の高濃度塩素消毒を行う理

由は， 配管内の生物膜を除去し， 消毒するためであ

る9)。今回の報告では， ろ過器および循環配管の高

濃度塩素消毒を行っている浴槽は一部に限られ， ま

た， レジオネラ属菌が検出された浴槽と検出されな

かった浴槽で基準の適合率に差が認められなかっ

た。しかし， 今回の報告において， レジオネラ属菌

が検出されなかったということは， 浴槽水中から生

きたレジオネラ属菌が検出されなかったということ

を意味し， 配管内にレジオネラ属菌を供給する生物

膜が存在した可能性を否定するものではない。ろ過

器および循環配管の高濃度塩素消毒を基準に適合す

るよう行っていなければ， 配管内には少なからず生

物膜が存在することが予想され， そのような浴槽で

は， 生きたレジオネラ属菌が浴槽水中に現れないよ

う遊離残留塩素濃度の管理や集毛器の洗浄・消毒と

いった他の衛生管理項目を一層丁寧に行う必要があ

ると考えられる。

表 4   分析対象浴槽におけるレジオネラ属菌の検査

結果（2017～2024年度）

浴槽数

レジオネラ 
属菌 検出率

（%）
P*

陽性 陰性

循環式浴槽

　　水道水 7 6 1 85.7
0.002

　　地下水 76 19 57 25.0
非循環式浴槽

　　地下水 11 4 7 36.4

注 1） 分析対象浴槽は， 事前検査でアデノシン三リン
酸（ATP）値が80 Relative Light Unit 以上であっ
たもの。非循環式浴槽では， 水道水の使用例は
なかった

注 2）*Fisher の正確確率検定
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2. ATPを事前検査として使用する手法の課題
循環式で水道水を使用している浴槽では， ATP

が80 RLU 以上であった場合のレジオネラ属菌の検

出率は高かった。一方， 地下水を使用している浴槽

では， 循環式， 非循環式のいずれにおいても， レジ

オネラ属菌の検出率は低かった。

いわゆる銭湯の源湯・原水には， 地下水， 水道

水， 温泉水の順に多く使用されており12)， 高岡市内

でも， 公衆浴場等の浴槽には， 地下水を使用してい

る施設が最も多かった。富山県では， ATP を事前

検査として使用していることから， 検出率が高く，

かつ， 見逃しが起きにくいことを望んでいる。今回

の報告では， 循環式で水道水を使用している浴槽で

は， 検出率が85.7% と高かった。しかし， 水道水を

使用している浴槽は全部で 7 件と少なかったことか

ら， 今後は件数が増えた場合においても同じ結果が

得られるか検証が必要である。一方， 地下水を使用

している浴槽では， 循環式で検出率が25.0%， 非循

環式で36.4% であった。ただし， 先の報告4) でも，

ATP が80 RLU 以上でのレジオネラ属菌の検出率は

25.7% に過ぎなかったことから， 今回の地下水を使

用している浴槽での検出率が期待されたものより低

かったわけではない。水道水と異なり， 地下水は井

戸深度や地域によって， 地質に含まれる成分が変化

することから， 地下水を一括りで扱うことは難し

い。地下水を使用している浴槽での検出率を向上さ

せる手段の 1 つとして， pH など ATP 発光反応に影

響を与える可能性があって4)， かつ， 現場で容易に

測定することが可能な別の指標を組み合わせること

が考えられる。また， 今回の監視では， ATP が

80 RLU 未満であった場合， レジオネラ属菌の検査

を行っていないので， 見逃しがどの程度あったかは

分からなかった。しかし， 報告8) では， ATP が

25 RLU 未満で， 管理の良好な状態と判断される施

設からもレジオネラ属菌が検出されたことから，

ATP からレジオネラ属菌による汚染を予測するこ

とは難しいと指摘されている。また， 別の報告13)

では， ATP によるレジオネラ属菌の検出限界は

10 CFU/mL 程度であり， レジオネラ属菌の平板培

養法の検出下限値が10 CFU/100 mL であることか

ら， ATP が低くても平板培養法でレジオネラ属菌

が検出されることは十分にありうることが示されて

いる。

今回， 監視を行った施設の中には， 非循環式浴槽

に入浴剤を投入している施設があり， ATP が高く

出ることがあった。また， このような浴槽では， 採

水時の遊離残留塩素濃度が0.4 mg/L 未満であるこ

とがしばしばあり， 理由を尋ねると，「入浴剤の色

が消えてしまうため， 遊離残留塩素濃度は低めにし

ている」との説明を受けることがあった。入浴剤を

投入している浴槽は溜め湯が多く， さらに， 40°C
以下であるという条件も揃うと， 細菌が蓄積・増殖

しやすくなるとの報告14) がある。入浴剤を投入し

ている浴槽では， ATP の値に依らず， レジオネラ

属菌の検査を行うことが望ましいと考えられる。

3. 成果と課題
衛生管理要領等は厚生労働省が発出した通知であ

り， 全国の保健所で， 監視の参考にしていると推察

する。衛生管理要領等には様々な項目について衛生

管理の要点が示されているが， 各項目が基準に適合

しなかった場合， それがレジオネラ属菌の検出にど

の程度影響を与えるかは示されていない。また， 衛

生管理状況とレジオネラ属菌の検出との関連につい

て基礎的なデータは乏しい。そのため， 監視で指導

を行う際， 基準に適合しなかった項目について， そ

の重要度に応じた強弱を付けづらいという課題が

あった。今回の報告では， 遊離残留塩素濃度の管理

だけではレジオネラ属菌の増殖を防ぐことは難し

く， 集毛器の洗浄・消毒は 1 週間に 1 回以下になる

と， レジオネラ属菌の増殖リスクが高くなる恐れが

あること， とくに遊離残留塩素濃度と集毛器の洗

浄・消毒の両方が基準に適合していない場合は， 早

急な改善が必要と考えられることが明らかになっ

た。たとえば， 衛生管理状況に複数の不備が確認さ

れる施設では， 営業者への指導が 1 回で完結しない

ことがある。こうした施設では， まずは遊離残留塩

素濃度の管理と集毛器の洗浄・消毒を徹底するよう

指導することで， 衛生管理の改善が進むかもしれな

い。遊離残留塩素濃度の管理は公衆浴場等における

衛生管理の基本であり， 集毛器の洗浄・消毒には特

別な器具や費用を必要としない。こうした衛生管理

に欠かすことができない項目や取り組みやすく， か

つ， 重要と考えられる項目の改善を優先し， 営業者

の衛生管理に対する意識の変化に応じて， 他の項目

の改善にも取り組んでもらうよう段階的に指導する

ことが効果的な場合もあるだろう。ただし， 今回の

報告で検討した 6 項目以外の項目に関しても検討す

る必要がある。また， 今回の報告では， 同じ施設の

同じ浴槽であっても， 各年度の浴槽の状態には何ら

かの変化があったものと考え， それぞれ個別のデー

タとして扱ったことから， 今回得られた知見が一般

化できるかどうかについて検討する必要がある。

保健所は様々な業務を担っており， 公衆浴場等の

監視に使える予算は限られている。レジオネラ属菌

の検査は必要なものに絞って行うことが望ましく，

そのためには， ATP を事前検査として使用するこ
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とが有用である。しかし， ATP の測定試薬を購入

するにも費用が掛かる。また， ATP の値からレジ

オネラ属菌の存在が疑われたが， 検出されなかった

ということがしばしばあり， ATP を事前検査とし

て使用するための条件を整理することが課題であっ

た。今回の報告では， ATP が80 RLU 以上であった

場合， 水道水を使用している浴槽ではレジオネラ属

菌の検出率は高かったが， 地下水を使用している浴

槽では検出率が低かった。今後は， 地下水を使用し

ている浴槽での検出率を向上させる方法を検討する

必要がある。また， ATP が80 RLU 未満であっても

レジオネラ属菌が検出される事例がどの程度存在す

るのか， そうした事例がどういった条件で発生する

のか検討する必要がある。

Ⅴ 結 論

公衆浴場等にある浴槽を対象に行った監視結果か

ら， 衛生管理状況とレジオネラ属菌の検出との関

連， ATP を事前検査として使用する手法の課題に

ついて検討した。遊離残留塩素濃度の管理だけでは

レジオネラ属菌の増殖を防ぐことは難しく， 集毛器

の洗浄・消毒は 1 週間に 1 回以下になると， レジオ

ネラ属菌の増殖リスクが高くなる恐れがある。とく

に遊離残留塩素濃度と集毛器の洗浄・消毒の両方が

基準に適合していない場合， 早急な改善が必要と考

えられる。ATP が80 RLU 以上であった場合， 水道

水を使用している浴槽ではレジオネラ属菌の検出率

が高かったが， 地下水を使用している浴槽では検出

率が低かった。ATP を事前検査として使用するに

は， 地下水を使用している浴槽での検出率を向上さ

せる方法を検討する必要がある。

本報告にご協力いただきました皆様に感謝申し上げま

す。本報告に関して開示すべき COI 状態はありません。
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Current status and issues of hygiene management in bathtubs  
of public bathhouses and accommodations: Considerations  

based on the detection of Legionella in bath water

Yusuke SAKATA*

Key words : accommodation, public bathhouse, bathtub, Legionella, hygiene control

Objective　Most legionellosis outbreaks in Japan have been attributed to bath water. This study aimed to examine 
the relationship between hygiene control and the detection of Legionella, as well as the problems associated 
with the use of adenosine triphosphate (ATP) as a pre-test to obtain information that will be useful for 
monitoring bathtubs in public bathhouses and accommodations.

Methods　From fiscal years 2017 to 2024, monitoring was conducted in bathtubs in public bathhouses and accom-
modations in Takaoka City, Toyama Prefecture. Interviews and simple water quality tests were con-
ducted. Legionella testing was conducted when ATP exceeded 80 relative light Unit (RLU), Legionella 
testing was conducted. Tested bathtubs were analyzed to assess the relationship between Legionella detec-
tion and six hygiene control indicators as well as ATP levels.

Results　 Legionella was detected in 29 of the 94 bathtubs analyzed. Regarding the concentration of free residual 
chlorine at the time of water sampling and the cleaning and disinfection of the hair catcher, there was a 
20.7%–23.2% difference in compliance between Legionella-detected and non-detected bathtubs. When 
the concentration of free residual chlorine at the time of water sampling and cleaning, and disinfection of 
the hair catcher did not meet the standards, the detection rate was the highest at 85.7% (6/7). The detec-
tion rate in circulating bathtubs that used tap water was 85.7% (6/7). However, in circulating bathtubs 
that used groundwater, the detection rate was only 25.0% (19/76). In contrast, in the non-circulating 
bathtubs that used groundwater, the detection rate was 36.4% (4/11).

Conclusion　 It is difficult to prevent Legionella multiplication only by controlling the concentration of free resid-
ual chlorine. If the hair catcher is cleaned and disinfected less than once a week, the risk of Legionella 
growth may increase. Immediate improvement is required if the concentration of free residual chlorine 
and cleaning and disinfection of the hair catcher do not meet these standards. To use ATP as a pre-test, it 
is necessary to investigate ways to improve the detection rate in bathtubs that use groundwater.

*  Toyama Prefectural Takaoka Health and Welfare Center, Imizu Branch


